
建設業許可・経営事項審査の電子申請化について
（ＪＣＩＰの御紹介）
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国交省ＪＣＩＰ広報資料より抜粋
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001518347.pdf
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電子申請システムの申請フロー（イメージ）

電子申請システム（クラウド）

・システムで申請
・添付書類はPDFでアップ
ロード（一部データ連携）
・必要に応じて修正

事業者

・申請を把握
・内容を確認

必要に応じてシステム
から修正指示

【データ連携】
（Ｒ５）納税情報、資格情報等

ペイジー等による納付
（証紙添付は不要）

入金確認
本審査決裁

事前審査終了

【県各土木事務所】
従来通り紙許可証を手交または郵送
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県

建設業許可証の交付

経審結果通知書の交付

【県監理課】
従来通り通知書を郵送
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制度開始後、特にＪＣＩＰが活用され始めた手続の紹介

１ 許可後の決算終了後変更届出書（決算報告）
・ 毎年度の手続のため、ルーチン化し易いが添付資料は毎年差し換え
・ R5.10月時点で知事許可業者は法人税納税情報が連携されていないが、
連携されれば納税証明書が不要になる。

２ 経営事項審査申請
・ 毎年度の手続のため、ルーチン化し易く、毎年使える資料もある
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ＪＣＩＰを使うために必要なこと （ＧビズＩＤプライム）

国交省ＪＣＩＰ広報資料より抜粋
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001518347.pdf
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gBizID（ＧビズＩＤ）プライムの登録フロー
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ＪＣＩＰを始めようとする事業者様は、

まずは検索して国交省ＨＰを御確認ください。


